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料金制度ワーキンググループの設置等について 
 

（趣旨） 

 本年７月より料金制度専門会合を設置し、新たな託送料金制度の詳細設計を行ってい

るところ。その中で、より詳細な論点について効率的に審議をすすめるために、料金制

度専門会合の下に、料金制度ワーキンググループを設置することについて、ご審議いた

だく。 
 
 
１．背景 

 第２０１回通常国会において、「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電

気事業法等の一部を改正する法律案」が成立し、新たな託送料金制度が導入されることと

なった。 
この託送料金制度の詳細設計については、託送料金審査や事後評価を通じて専門的な知

見を有する当委員会が積極的に検討していくことが必要と考えられ、本年７月に料金制度

専門会合を設置し、検討を進めているところ。 
  

 
２．料金制度ワーキンググループの設置並びにその構成員・座長の指名 

 １２月１４日の料金制度専門会合において、託送料金制度におけるより詳細な論点につ

いて効率的に検討を進めるために、料金制度専門会合の下に料金制度ワーキンググループ

を設置することが適当であるとされた。 
これを踏まえ、料金制度専門会合の下に、別添の構成員・座長により料金制度ワーキン

ググループを設置することとしたい。 
 
注）電力・ガス取引監視等委員会運営規程に基づき、ワーキンググループの構成員は、委

員と経済産業大臣が任命する専門委員のうち、委員長が指名した者により構成され、ワー

キンググループの座長は委員長が指名することとされている。
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川合 弘造     西村あさひ法律事務所 パートナー 弁護士 
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